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  令和２年５月 28日 木曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 51号   

        公布された規則のあらまし         

 

◇鳥取県行政組織規則の一部を改正する規則 

１ 規則の改正理由 

新型コロナウイルス感染症の予防及び拡大防止と社会経済活動の両立を図るための対策を推進するための体

制を整備する。 

２ 規則の概要 

(１) 令和新時代創造本部政策戦略監新時代・ＳＤＧｓ E

エスディージーズ

A推進課内に新しい県民生活推進室を新設する。 

(２)  施行期日は、令和２年６月１日とする。 
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  令和２年５月 28日 木曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 51号   

規 則 

鳥取県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年５月28日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

鳥取県規則第39号 

鳥取県行政組織規則の一部を改正する規則 

 

 鳥取県行政組織規則（昭和39年鳥取県規則第13号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（課及び課内室等の設置） 

第６条 次の表の第１欄に掲げる部局及び第２欄に

掲げる部内局に、同表の第３欄に掲げる課を置

き、課に同表の第４欄に掲げる課内室等を置く。 

部局 部内局 課 課内室等 

令和新

時代創

造本部 

   

政 策 戦

略監 

新時代・

ＳＤＧｓ
エスディージーズ

推進課 

新しい県民生活

推進室 

 略 

 略 

 略 
 

（課及び課内室等の設置） 

第６条 次の表の第１欄に掲げる部局及び第２欄に

掲げる部内局に、同表の第３欄に掲げる課を置

き、課に同表の第４欄に掲げる課内室等を置く。 

部局 部内局 課 課内室等 

令和新

時代創

造本部 

   

政 策 戦

略監 

新時代・

ＳＤＧｓ
エスディージーズ

推進課 

 

 略 

 略 

 略 
 

  

附 則 

 この規則は、令和２年６月１日から施行する。 
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	(１)　令和新時代創造本部政策戦略監新時代・AA推進課内に新しい県民生活推進室を新設する。
	(２)  施行期日は、令和２年６月１日とする。

